
余裕期間を設定する建設工事の試行要領 

 

令和元年１１月２５日 

企 業 局 工 務 課 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図り、発注及び施工時期の平準化に寄与

することを目的として、工事開始前に建設資材や技術者及び労働者の確保等の準備を行うための

余裕期間を設ける建設工事の実施方法を定めるものである。 

 

 （用語の定義） 

第２条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 余 裕 期 間：建設資材の調達や技術者及び労働者の確保等の準備を行うために実工期の 

前に設定する期間 

⑵ 実 工 期：実際に工事を施工するために必要な期間 

⑶ 全 体 工 期：余裕期間と実工期の合計期間 

⑷ 発注者指定方式：発注者が工事の始期を指定する方式 

⑸ フレックス方式：発注者があらかじめ設定した全体工期の内で、受注者が実工期の始期と終 

期を決定する方式 

 

 （対象工事） 

第３条 対象工事は、企業局が発注する工事の中から発注者が選定した工事とする 。 

 

 （余裕期間の設定） 

第４条 企業局長は、前条により選定した工事について、６ヶ月を超えない範囲で余裕期間を設定す

ることができる。 

 

 （入札公告又は指名通知書、特記仕様書への記載） 

第５条 企業局長は、入札公告又は指名通知書において余裕期間を設ける工事であることを明記す

るものとする。 

２ 企業局長は、全体工期及び余裕期間について特記仕様書に記載するものとする。 

 

 （配置予定技術者等） 

第６条 主任技術者又は監理技術者は、開札日時点で配置することができる技術者（余裕期間内に手

持ち工事が完成する見込みである場合を除く。）を申請するものとするが、余裕期間内の配置は不

要とする。また、現場代理人は、余裕期間内の配置は不要とする。 

２ 企業局長は、企業局条件付一般競争入札実施要領（平成 20 年４月１日施行）第 15（１）イ又は

企業局が発注する建設工事における指名競争入札実施要領（令和７年４月１日工務管理課定め）第

15 条第１項（２）に規定する様式により、入札参加資格等の確認を行うものとする。 

３ 企業局長は、前項で確認した配置予定技術者が適正に配置されるか実工期の始期の前日までに、 



次条第４項の規定により再度確認を行うものとする。 

４ 契約締結後の配置技術者の途中交代は、監理技術者制度運用マニュアル（平成 16 年３月１日国

総建第 316 号）二－二（４）によるもののほか、別に定めるところによる。 

 

 （契約に係る取扱い） 

第７条 契約書に記載する工期は、全体工期とする。 

２ 工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）第３条第１項に基づく「工程表」については、

余裕期間を記載して提出するものとする。 

３ 契約約款第４条に規定する契約保証の期間については、全体工期を満たすものとする。 

４ 契約約款第 10条第１項に基づく「現場代理人等選任通知書」については、実工期が決定した後、

実工期の始期の前日までに提出するものとする。 

５ 契約約款第 34 条第１項に規定する前払金については、実工期の始期以降でなければ請求できな

い。 

６ 工事実績情報システム(コリンズ)に登録する技術者の従事期間は、実工期とする。  

７ その他関係書類に記載する工期について、契約工期と実工期の区別がない場合は、 実工期の始期

から終期までを記載する。 

 

 （実工期の設定） 

第８条 発注者指定方式においては、実工期の始期は変更できないものとする。ただし、受発注者協

議により、これによらないことができる。  

２ フレックス方式においては、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定め、契約を締結

するまでの間に工期通知書(別記様式－１) を作成し、発注者に通知する。 

 

（フレックス方式の変更）  

第９条 フレックス方式において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で工期の変更を希望する

場合は、余裕期間及び実工期にかかわらず、工期変更通知書（別記 様式－２）により発注者と変

更協議の上、実工期を変更することができる。  

なお、契約工期に変更が生じる場合は、工事請負契約約款 23 条によるものとする。 

 

 （その他） 

第 10 条 契約締結の日から実工期の始期の前日までの現場管理は、発注者において行うこととし、

受注者は、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。 

２ 労務費や材料費等の単価適用年月日は、余裕期間を設定した場合であっても、予算執行伺時の月

単価を適用するものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、令和元年１１月２５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

 



別添

フレックス方式における工期設定の手続きフロー図
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別記
（様式－1）

宮崎県企業局長　殿
住所

商号又は名称

氏名
（※押印不要）

　下記のとおり工期を定めましたので通知します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

～

 ※

※1

※2

令和　年　月　日

工　期　通　知　書

工 事 名 　○○○○工事

工 事 場 所 　○○市○○

公 告 等 に 記 載 の
余 裕 期 間 の 日 数 　○○○日間

公 告 等 に 記 載 の
実 工 期 の 日 数 　○○○日間

契 約 予 定 日 　令和○○年○○月○○日

契 約 工 期 の 始 期 　令和●●年●●月●●日

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 始 期 　令和○○年○○月△○日

契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１０欄を記載すること。

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 終 期 　令和○○年○○月△△日

工 　事　 の　 始　 期　※1 　令和□□年□□月□□日

工 　事　 の　 終　 期  ※1 　令和■■年■■月■■日

契 約 工 期 　令和●●年●●月●●日 　令和■■年■■月■■日

本通知書は、契約書の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して７日以内）に提出すること。

受注者は、工事の始期と終期を定めること。
  　 9欄「工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、
     10欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。

（契約工期の終期※２）



（様式－2）

宮崎県企業局長　殿
住所

商号又は名称

氏名
（※押印不要）

　下記のとおり工期を定めましたので通知します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

～

 ※

※1

※2

令和　年　月　日

工　期　変　更　通　知　書

工 事 名 　○○○○工事

工 事 場 所 　○○市○○

公 告 等 に 記 載 の
余 裕 期 間 の 日 数 　○○○日間

公 告 等 に 記 載 の
実 工 期 の 日 数 　○○○日間

契 約 予 定 日 　令和○○年○○月○○日

契 約 工 期 の 始 期 　令和●●年●●月●●日

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 始 期 　令和○○年○○月△○日

本通知書は、契約書の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して７日以内）に提出すること。

受注者は、工事の始期と終期を定めること。
  　 11欄「変更工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、
     12欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。

契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１2欄を記載すること。

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 終 期 　令和○○年○○月△△日

工 　事　 の　 始　 期　※1 　令和□□年□□月□□日

工 　事　 の　 終　 期  ※1 　令和■■年■■月■■日

　令和■■年■■月□□日

（変更）工 事 の 始 期　※1 　令和□□年□□月○〇日

（変更）工 事 の 終 期　※1 　令和■■年■■月□□日

変 更 契 約 工 期 　令和●●年●●月●●日

（当初契約工期の終期）

（変更契約工期の終期※２）



別記
（様式－1）

宮崎県企業局長　殿
住所

商号又は名称

氏名
（※押印不要）

　下記のとおり工期を定めましたので通知します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

～

 ※

※1

※2

受注者は、工事の始期と終期を定めること。
  　 9欄「工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、
     10欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。

契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１０欄を記載すること。

本通知書は、契約書の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して７日以内）に提出すること。

工 　事　 の　 終　 期  ※1 令和7年11月10日

契 約 工 期 令和7年6月1日 令和7年11月10日

契 約 予 定 日 令和7年6月1日

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 終 期 令和7年11月27日

工 　事　 の　 始　 期　※1 令和7年7月1日

令和　年　月　日

工　期　通　知　書

公 告 等 に 記 載 の
工 事 の 始 期 令和7年7月31日

工 事 名 　○○○○工事

工 事 場 所 　○○市○○

公 告 等 に 記 載 の
余 裕 期 間 の 日 数 　60日間

契 約 工 期 の 始 期 令和7年6月1日

公 告 等 に 記 載 の
実 工 期 の 日 数 　120日間

【記載例】

➣７欄の始期までの任意の日を設定すること。

➣ ８欄の終期までの任意の日を設定すること。

➣６欄の始期から６０日間(余裕期間の日数)

➣７欄の始期から１２０日間(実工期の日数)

↓ ６欄の始期 ↓ １０欄の終期


